
みなさんの健康づくり、応援します！

発行　NTPグループ健康保険組合　☎（052）683-5965（代）
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2 0 1 8年度  決算報告

うつらない！ うつさない！ インフルエンザ

療養費の支給方法にご注意を
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秋が過ぎて・・・

読書の秋

３ページも見てね！

運動を
続けるコツは、
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しっかり予防して
インフルエンザに
備えよう！
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インフルエンザ
予防の冬!

いよいよ

日々 の予防が大切
！



みなさんと
会社から

納めていただく
介護保険料
2.40億円

介護納付金
2.76億円

繰越金ほか
0.39億円

収 入
2.79億円

支 出
2.76億円

総収支
0.02億円の黒字
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■ 保険給付費
■ その他の納付金
■ 後期高齢者支援金
■ 前期高齢者納付金

2017年度

13.4

5.4

5.5

0.4

2016年度 2018年度

（億円） （人）

0

被保険者数（人）

被扶養者数（人）5,258
5,077 5,206 5,144

5,2505,299
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前期高齢者納付金が
大幅に増加!!
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増加

決算報告
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NTPグループ健康保険組合の
2018年度決算がまとまり
ましたのでお知らせします。

経常収支差引額2.2億円

人間ドック自己負担金等の
雑収入ほか
0.7億円

健康保険料
27.2億円

納付金
10.9億円

保険給付費
13.5億円

収 入
27.9億円

みなさんと
会社から納めて
いただきます

みなさんの
医療費等に
使います

高齢者等の
医療制度を
支えます

健康づくりのための
保健事業費ほか
1.4億円

健康づくりに
当健保組合の保健事業を
お役立てください！！

高齢者等の医療制度を支えるため、健保組合に対する重い
納付金負担は今後も続く見通しです。
みなさんの健康管理、適正受診で医療費節減にご協力を！

高齢者の医療費が大幅増加
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支 出
25.8億円

前年差
▲0.4億円（ ）

前年差
+1.9億円（ ）

前年差
+0.1億円（ ）
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インフルエンザは、感染した人のせきやくしゃみで飛び散ったウイルスを吸い込んだり、ウイルスが付着した
場所を触れた手から口や鼻などの粘膜を介し、ウイルスを取り込んだりすることで感染が広がります。
これらの感染経路を断つために、次の予防対策を徹底しましょう。

今シーズンはとくに早めの対策を!!
インフルエンザ予防接種を受けておくと、体内にインフルエンザ

ウイルスに対する抗体ができ、発症や重症化を抑えてくれます。

ワクチンの効果は接種の2週間後から約5ヵ月間で、毎年12月

中旬までに接種を済ませるのがよいとされていますが、今シーズ

ンはインフルエンザの発生増加が2ヵ月も早く始まっています。

例年より早期に流行する兆しがありますので、接種も早めに済

ませるのが望ましいでしょう。

NTPグループ健保では、接種費用の補助（上限1,000円）を実施しています。
　詳しくは、配付済のチラシをご覧ください。

外出時にはマスクを
正しく着用する

マスク

室内の加湿や換気を行い、
ウイルスの好む環境をつくらない

加湿・換気うつらない！
うつさない！
感染予防対策

流行前にワクチンの接種をする
予防接種

カラカラ ・・・

マスクは
鼻まで着用！

睡眠はたっぷり
とって！

予約は早めに
とりましょう！

指の間まで
しっかり洗う！

しっかり手洗いすることで、
手に付いたウイルスを

洗い流す

手洗い

栄養バランスのよい食事、
十分な睡眠をとって体の抵抗力を高める

食事・睡眠

予防接種済みは
半数に届いていません
（11月末報告ベース）
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はり 指圧きゅう

はり きゅう

あんま マッサージ

指圧あんま マッサージ

にかかったとき

療養費の支給方法にご注意を
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以前

現在

代理受領払い

償還払い

ご確認ください！健康保険が使える要件

「療養費支給申請書」が必要な方は下記へ請求してください。
NTPグループ健康保険組合（真和健保共済会）

の場合 の場合
医師による適当な治療手段がない場合に限り、
健康保険が使えます。
医師が交付する施術への「同意書」が必要です。

神経痛　リウマチ　頸腕症候群　五十肩
腰痛症　頸椎捻挫後遺症

対象となる主な傷病

筋麻痺　関節拘縮

対象となる主な症状

●本人の希望のみで施術を受ける場合は健康保険の対象となりません。
●「医療機関」と「はり、きゅう」に、同一の傷病で同時期に健康保険を使ってかかることはできません。

医療上、施術を必要とする場合に限り、
健康保険が使えます。
医師が交付する施術への「同意書」が必要です。

注　意

療養費は健康保険法第87条により健保組合が認めた場合に支給することとされており、適正な保険
給付のため、電話や文書による確認をさせていただくことがあります。ご協力をお願いします。

お願い

被保険者
被扶養者

施術者
（鍼灸師等）

NTPグループ
健康保険組合

①施術

②自己負担分を
　支払う

③代わりに
　療養費を請求

④療養費を支払う

被保険者
被扶養者

施術者
（鍼灸師等）

NTPグループ
健康保険組合

①施術

②施術料を全額支払う

③「療養費支給申請書」にて療養費を請求

④審査・支給決定後、療養費を支給

☎052-683-5965

け い わ ん

け い つ い ね ん ざ


